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機能強化加算（８０点）の見直し①

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべき
かかりつけ医機能を明確化する。

1. 機能強化加算を算定する医療機関においては、かかりつけ医機能を担う医療機関
として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行う
ことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して
説明すること。

① 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要
な管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医
の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。

② 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。

③ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。

④ 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。

⑤ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。

機能強化加算の見直し

（※ホームページ等への掲載は令和４年９月30日までの間は基準を満たすものとみなされる。）
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機能強化加算（８０点）の見直し②

2. 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを
行っている常勤の医師を配置していること。

① 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書
の作成を行っていること。

② 警察医として協力していること。

③ 母子保健法に規定する乳幼児の健康診査（市町村を実施主体とする１歳６か月、
３歳児等の乳幼児の健康診査）を実施していること。

① 予防接種法に規定する予防接種（定期予防接種）を実施していること。

② 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に
就任していること。

③ 「地域包括支援センターの設置運営について」（平成18年10月18日付老計発
1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振
興課長・老人保健課長通知）に規定する地域ケア会議に出席していること。

④ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。

① 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書
の作成を行っていること。

② 警察医として協力していること。

③ 母子保健法に規定する乳幼児の健康診査（市町村を実施主体とする１歳６か月、
３歳児等の乳幼児の健康診査）を実施していること。

① 予防接種法に規定する予防接種（定期予防接種）を実施していること。

② 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に
就任していること。

③ 「地域包括支援センターの設置運営について」（平成18年10月18日付老計発
1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振
興課長・老人保健課長通知）に規定する地域ケア会議に出席していること。

④ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。

機能強化加算の見直し

（※令和４年９月30日までの間は基準を満たすものとみなされる。）
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機能強化加算（８０点）の見直し③

3. 地域包括診療加算２/診療料２又は機能強化型以外の在医総管/施設総管の届出に
基づき機能強化加算を届け出ている場合（※）は、以下の実績を満たしていること。

【地域包括診療加算２・診療料２の場合】
以下のいずれかを満たしていること。
 直近１年間において、地域包括診療加算２又は地域包括診療料２を算定した
患者が３人以上

 直近１年間に在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の「１」、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
又は往診料を算定した患者の数の合計が３人以上

【機能強化型以外の在医総管/施設総管の場合】
以下のいずれかを満たしていること。
 過去１年間において、緊急往診の実績又は（在支病の場合は）在支診からの緊
急受入の実績の合計が３件以上

 過去１年間の看取りの実績が１件以上又は超・準超重症児の医学管理の実績が
１件以上

※ / /

機能強化加算の見直し

（※令和４年９月30日までの間は基準を満たすものとみなされる。）



［加算１］

◇ 在宅医療の提供および当該患者に対し２４時間の往診等の体制を確保しているこ
と（強化型在支診（単独型）以外は連携医療機関の協力を得て行うものを含む）

◇ 以下のすべてを満たすこと
ア） 直近１年間に、当該診療所での継続的な外来診療を経て、

往診、訪問診療を算定した患者数（在支診：１０人以上、在支診以外：３人以上）
イ） 直近１か月に初診、再診、往診、訪問診療を実施した患者のうち、往診・訪問

診療を実施した患者割合が７０％未満であること

［加算２］

◇ 在宅医療の提供および当該患者に対し２４時間の連絡体制を確保していること

加算１の算定要件には実績が含まれているが、
加算２では実績が求められていない
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【参考】 地域包括診療加算の実績要件



【参考】 在宅療養支援診療所及び在宅支援病院の施設基準の概要
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機能強化型在支診・在支病
在支診・在支病 （参考）在宅療養

後方支援病院単独型 連携型

全ての
在支診・在支病
が満たすべき基準

①24時間連絡を受ける体制の確保
②24時間の往診体制
③24時間の訪問看護体制
④緊急時の入院体制
⑤連携する医療機関等への情報提供
⑥年に１回、看取り数等を報告している

○許可病床数200床以上
○在宅医療を提供する医療
機関と連携し、24時間
連絡を受ける体制を確
保

○連携医療機関の求めに応
じて入院希望患者の診
療が24時間可能な体制
を確保（病床の確保を
含む）

※やむを得ず当該病院に入
院させることができな
かった場合は、対応可
能な病院を探し紹介す
ること

○連携医療機関との間で、
３月に１回以上、患者
の診療情報の交換を行
い、入院希望患者の一
覧表を作成

全ての
在支病が

満たすべき基準

「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。
（１）許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした半径４km以
内に診療所が存在しないこと

（２）往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること
（※医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満）

機能強化型
在支診・在支病が
満たすべき基準

⑦在宅医療を担当する常
勤の医師３人以上

⑦在宅医療を担当する常勤
の医師連携内で３人以上

⑧過去１年間の緊急往診
の実績10件以上

⑧過去１年間の緊急往診の
実績連携内で10件以上各
医療機関で４件以上

⑨過去１年間の看取りの
実績又は超・準超重症
児の医学管理の実績い
ずれか４件以上

⑨過去１年間の看取りの実
績連携内で４件以上かつ、
各医療機関において、看
取りの実績又は超・準超
重症児の医学管理の実績
いずれか２件以上

機能強化型在支診・在支病には実績が含まれているが、
機能強化型でない在支診・在支病には実績が含まれていない
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